
◎海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法

律 
（令和三年五月二一日法律第四三号）   

一、 提案理由（令和三年四月一四日・衆議院国土交通委員会） 

○赤羽国務大臣 ただいま議題となりました海事産業の基盤強化のための海上運送法等

の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 我が国の造船業は、国際競争の激化や新型コロナウイルス感染症の影響による市況低

迷により、かつてない厳しい状況にございます。この未曽有の危機を乗り越え、世界屈

指の国際競争力のある力強い産業として成長し、引き続き地域の経済、雇用や我が国の

安全保障に貢献できるよう、生産性向上や事業再編等を通じた造船業の事業基盤の強化

を強力に推進していくことが重要です。あわせて、熾烈な競争にさらされている我が国

の海運業の競争力強化を図るとともに造船業に対する発注を喚起するため、海運業者に

よる高性能、高品質な船舶の導入を促進する必要があります。 

 さらに、海運業の担い手である船員につきましては、高齢化が顕著であり、新規就業

者数は増加しているものの若手船員の定着が課題であるため、船員の労働環境の改善を

図る仕組みを構築し、船員の働き方改革を進めていくことが必要です。あわせて、内航

海運業について、船員の働き方改革の実効性を高めるとともに経営力の向上を図る観点

から、取引環境の改善や生産性向上のための措置を講ずる必要があります。また、船舶

の安全性向上、運航の効率化等を推進するため、ＩＴを活用した新たな技術の導入を促

進する必要があります。 

 加えて、外国クルーズ船内における新型コロナウイルス感染症の拡大事案を踏まえ、

外国クルーズ事業者等における輸送の安全や旅客の安全に関わる事態に対し、国として

円滑かつ迅速に対応するための環境を整備する必要があります。 

 このような趣旨から、この度、この法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、造船業者による事業基盤の強化に向けた取組や海運業者による高性能、高品

質な船舶の導入を、金融支援等により支援するための計画認定制度を創設することとし

ております。 

 第二に、船員の使用者に対し、船員の労働時間等を管理させるための労務管理責任者

を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務

づける等の規定を創設することとしております。 

 第三に、内航海運業者に対して船員の労働時間を考慮した適切な運航計画の作成など

の必要な措置を義務づけるほか、内航海運業者と取引を行う荷主への勧告、公表制度等

に関する規定を創設するとともに、船舶管理を効率化する観点から、内航海運業の登録

制度の対象として船舶の管理をする事業を追加することとしております。また、遠隔か

ら船舶の航行を支援する業務についての認定制度を創設し、認定を受けた者が行う当該



業務の対象となる船舶等については定期検査等を省略できることとしております。 

 第四に、我が国において発着、寄港する外国のクルーズ事業者等に対する報告徴収に

関する規定を創設することとしております。 

 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由でございます。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、何とぞ御審議をよろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上です。 

二、衆議院国土交通委員長報告（令和三年四月二〇日） 

○あかま二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、海事産業の基盤強化を図るため、造船、海運分野の競争力強化、船員の働き

方改革及び内航海運の生産性向上等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 

 第一に、造船事業者等が作成する事業基盤強化計画と海運事業者等が作成する高品質

な船舶の導入に係る計画に対する認定及び金融支援等の支援制度を創設すること、 

 第二に、船舶所有者に対し、新たに労務管理責任者の選任や船員の労働時間の短縮等

の適切な措置を講じることを義務づけること、 

 第三に、船舶管理業に係る登録制度を創設するとともに、荷主や内航海運業者に対し

他の内航海運業者の行う船員の労務管理への配慮を義務づけること、 

 第四に、我が国に発着、寄港する外国のクルーズ事業者等に対する報告徴収制度を創

設すること 

などであります。 

 本案は、去る四月十三日本委員会に付託され、翌十四日赤羽国土交通大臣から趣旨の

説明を聴取し、十六日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、本案は全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年四月一六日） 

 政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを

期すべきである。 

一 造船業・海運業への支援の実施に当たっては、我が国においてこれらの産業が担っ

ている役割を考慮し、事業基盤や競争力強化の実現に必要な支援を確実に実施すると

ともに、我が国造船業の競争力が十全に発揮されるよう、国際市場における公正・公

平な競争環境の確保に努めること。 

二 造船業の次世代を担う人材の確保・育成に向け、造船業の意義や就職先としての認

知度を向上させるための情報発信の取組強化や、海洋教育及び大学等における産学連



携の取組等に対する幅広い支援を今後とも進めること。 

三 船員の働き方改革については、経済・社会情勢の変化に応じ適宜適切に制度見直し

の検討を行い、施策の実効性が確保できるように努めること。特に、少子高齢化の下

での船員の担い手確保の観点から、船員の厳しい労働環境の解消や多様な働き方の選

択が可能となるような取組を進めるとともに、陸上の制度等も参考にし、船員の労働

環境が陸上と比べ相対的に劣後することがないよう、必要な施策を講じること。 

四 我が国の安定的な海上輸送を担う次世代船員の確保・育成に向け、船員や海運業の

意義・認知度を向上させるための情報発信の強化を行うとともに、独立行政法人海技

教育機構、商船系大学、商船高専、水産高校等、船員の養成・教育機関への幅広い支

援を進めること。 

五 内航海運業者が行う過労防止等の輸送の安全を確保するための措置が確実に実施さ

れるよう、荷主等を含む関係者に必要な勧告・指導等を行う等、万全を期すこと。ま

た、適正な運賃・用船料の確保に向けた内航海運業の取引環境改善を進めるとともに、

内航海運業者に対しても経営の効率化や新技術活用等を促し、生産性向上の取組を促

進すること。 

六 内航海運暫定措置事業の終了に伴い、船舶の建造が容易となることによる船腹過剰

の状態の発生等の事業環境の悪化を生じさせないよう細心の注意を払うとともに、脱

炭素社会の実現に向け環境性能の高い船舶や新技術を導入した船舶の建造を一層推進

すること。 

七 カボタージュ規制については、国内海運産業の安定的な海上輸送体制の確保の観点

から、今後ともこれを堅持すること。 

三、参議院国土交通委員長報告（令和三年五月一四日） 

○江崎孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため、船舶運航事業者等が作成する特定船舶

導入計画及び造船等事業者が作成する事業基盤強化計画の認定制度の創設、内航海運業

の登録制度の対象となる事業の追加、船員の労働時間を適切に管理するための労務管理

責任者制度の創設等の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、造船業、海運業の現状と法改正により期待される効果、海事

産業の競争力強化策、船員の働き方改革の推進及び人材の確保等について質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年五月一三日） 



 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に万全

を期すべきである。 

一 造船業・海運業への支援の実施に当たっては、我が国においてこれらの産業が担っ

ている役割を考慮し、事業基盤や競争力強化の実現に必要な支援を確実に実施すると

ともに、我が国造船業の競争力が十全に発揮されるよう、国際市場における公正・公

平な競争環境の確保に努めること。また、造船事業者に対しては、作業環境の安全性

の向上や事業基盤の抜本的な強化に資するよう、税制上の措置など更なる支援策を講

ずること。 

二 クルーズ船内における感染症等事案の発生時に報告徴収による迅速な状況把握を適

切に行えるよう、外国法人等のクルーズ事業者等に対して報告徴収規定に関する周知

を図るとともに、当該事案発生時における初動対応を迅速に行える体制を構築するこ

と。また、将来的な国際クルーズの運航再開に向けて感染症対策のガイドライン策定

支援等を適切に実施するとともに、関係省庁で連携してクルーズ船の安全確保に向け

た国際的な議論において主導的な役割を果たすこと。 

三 船舶所有者が選任する労務管理責任者による船員の適正な労務管理に向けて、船員

の労働時間を適正に記録するための取組支援など労働時間管理に係る環境整備を推進

すること。また、船員の働き方改革については、その実効性確保のため、経済・社会

情勢の変化に応じて適宜適切に制度見直しの検討を行い必要な措置を講ずること。特

に、少子高齢化の下での船員の担い手確保の観点から、陸上の制度等も参考にして、

船員の総労働時間や年間休日日数、処遇水準等について、船員の労働環境が陸上と比

べ相対的に劣後することがないよう、船員の厳しい労働環境の解消、多様な働き方の

実現等必要な施策を講ずること。 

四 内航海運業者が行う過労防止等の輸送の安全を確保するための措置が確実に実施さ

れるよう、荷主等を含む関係者に対して、必要な勧告・指導等を行うとともに、適正

な運賃・用船料の確保に向けた内航海運業の取引環境改善を進めること。また、内航

海運業者に対しても新たに内航海運業の登録制度の対象となる船舶管理業者の活用を

始めとする経営の効率化や新技術活用等を促し、内航海運業の生産性向上の取組を促

進すること。 

五 内航海運暫定措置事業の終了に伴い、船舶の建造が容易となることによる船腹過剰

等の事業環境の悪化を生じさせないよう細心の注意を払うとともに、脱炭素社会の実

現に向けて、環境性能の高い船舶や新技術を導入した船舶の建造を一層推進すること。 

六 カボタージュ規制については、国内海運産業の安定的な海上輸送体制の確保の観点

から、今後ともこれを堅持すること。 

七 造船業・海運業の次世代人材の確保・育成に向けて、造船業・海運業や船員に関す

る理解増進及び認知度向上のための情報発信の取組強化を行うとともに、船員の養

成・教育機関、海洋教育及び大学等における産学連携の取組等に対する幅広い支援を



進めること。 

  右決議する。 


